
    地域 

項目 
貝 塚 市 （開発指導要綱） 

適用範囲 １．開発区域の面積が３００㎡以上の場合。 

２．住宅（長屋建住宅及び併用住宅を含む）の建築を目的として行うもの。 

３．共同住宅の用に供するもの。 

４．建築基準法第４２条第１項第５号の規定による道路位置指定を受けるもの。 

宅地事業計画 １． 

区 分 １戸建住宅（最低敷地面積） 長屋建住宅（１戸当たりの最低敷地面積） 

第１種低層住居専用地域 １５０㎡ １５０㎡ 

その他の地域 １００㎡ ９０㎡ 

２．共同住宅の住戸専用面積（共用部分・バルコニーを除く）……１戸当たり４０㎡以上 

３．単身者向共同住宅……住戸専用面積は２５㎡（住戸内に台所又は浴室（シャワー室含む）を備えていない場合は１８㎡ 

）以上４０㎡以下 

（１）計画戸数が３０戸以上のものについては、管理人室を設置すること。 

協議・協定 １．関係法令に基づく許認可申請（届出又は確認等を含む。）を行う前に、あらかじめ市長に協議の申請を行い、この要綱の 

 規定に基づき協議し、その指導及び同意を受けること。 

２．貝塚市開発審査委員会設置要綱第２条に該当する開発行為等を行う場合は、開発計画概要書を提出し、開発審査委員会 

の審議を受けること。 
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道路有効幅員の基準 

         開発面積 

道路の種類 

０．１㏊未満 ０．１㏊～１㏊未満 １㏊～２０㏊未満 ２０㏊以上 

一般区画街路 ４ｍ ６m（４m～６m未満） 

主要区画街路 ６．５m １０m 

幹線街路  １２m以上 

 （ ）内の数値は、小区間で通行上支障がないと市長が認める場合 

公 園 １．住宅及び共同住宅等の建築を目的とする事業者は、次の算出法により得た面積のいずれか大きい方の面積以上の公園等 

 を開発区域内にできる限り集約して設けること。ただし、１００㎡未満の場合は１００㎡とする。 

（１）開発区域の面積が３，０００㎡以上は、開発区域の面積に３％を乗じて得た面積 

（２）開発区域の計画戸数が３０戸（単身者向け共同住宅等は６０戸）以上は、計画戸数１戸当たり３㎡（単身者向け共同 

住宅等は、１．５㎡）を乗じて得た面積 

２．前項各号に該当しない住宅及び共同住宅等の建築を目的とする事業者は、開発区域の面積に３％を乗じて得た面積以上

の樹木を主体とした緑地を開発区域内に設けること。ただし、一戸建住宅の建築を目的とし、住居環境の見地から市長が

支障がないと認めるときは、この限りでない。 

３．住宅及び共同住宅等以外の建築を目的とする事業者は、開発区域の面積が３，０００㎡以上の場合は開発区域の面積に

３％を乗じて得た面積以上の公園等（開発区域の面積が３，０００㎡未満の場合は樹木を主体とした緑地）を開発区域内

に設けること。 

４．事業者は、開発行為等に伴い公園等を設けること場合は、別に定める基準に基づき自己の負担で施工すること。 

上・下水道 １．事業者は、開発行為等に伴う給排水管の布設及び開発区域に至るまでの給排水管の布設、増設等を行う場合は、あらか 

 じめ水道事業管理者である市長と協議を行い、市長の指示に従い自己の費用で施行すること。 

２．事業者は、開発行為等に伴い排水施設等を設置する場合は、あらかじめ放流先の施設の管理者、水利組合等と協議を行 

 い、別に定める基準に基づき自己の費用で施行すること。 

３．事業者は、放流先水路等の排水能力がない場合は、市長と協議のうえ、調整池等を自己の費用で設置すること。 

消防施設 事業者は、消防本部の指導を受け、消防水利の基準（昭和３９年消防庁告示第7号）及び別に定める基準により、消火栓、防

火水槽その他の消防施設等を自己の費用で設置すること。 

し尿処理

施設 

１．し尿を汲取方式によって処理しようとする場合の便槽は、必要な容量を充足するものとし、雨水及び地下水の浸透又は 

 浸水のない構造とし、その設置場所は汲取作業が容易な位置とすること。 

２．多量の水を使用する汲取方式の便槽等は、原則として設置してはならない。                               

３．し尿を水洗方式によって処理する場合は、下水道法による処理区域外については、合併処理浄化槽とすること。 
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住宅予定戸数 保育所 幼稚園 小学校 中学校 

６００～１，１９９ １以下 １以下 １以下  

１，２００～２，３９９ １～２ １～２ １～２ １以下 

２４，００～３，５９９ ２～３ ２～３ １～２ １～２ 

３，６００以上 ３以上 ３以上 ２以上 ２以上 
 

公害対策 １．開発行為等により公害を発生させ、又はそのおそれがある場合は、自己の費用で必要な対策を講じること。 

２．事業者はあらかじめ市長と協議を行い、公害の防止についての関係法令に基づき、届出等を行うこと。 

文化財の保護 事業者は、開発行為等を埋蔵文化財包蔵地及びその周辺地域で行う場合は、あらかじめ教育委員会と協議し、埋蔵文化財 



    地域 

項目 
貝 塚 市 （開発指導要綱） 

 を発見したときは、工事を中止し、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けること。 

その他の措置 １．駐車場・駐輪場の設置基準 

用途区分 駐車場 駐輪場 備 考 

住宅 

（長屋建住宅及び併用住宅を含む） 

１戸あたり １台以上 １台以上 駐車場不足分について

同一敷地内で確保でき

ない場合は、周辺３０

０m以内で確保するこ

と。 

共同住宅 １戸あたり １台以上 １台以上 

単身者向け共同住宅 駅周辺３００以内 戸数の６０％

以上 

戸数の１００

％以上 

駅周辺３００～５００m 戸数の８０％

以上 

戸数の１００

％以上 

駅周辺５００m超 戸数の１００

％以上 

戸数の１００

％以上 

寄宿舎又は寮 部屋数あたり ５０％以上 １００％以上  

※駐車場１台あたりの標準寸法 自動車駐車場５．０ｍ×２．２５ｍ 自転車駐車場１．５ｍ×０．５ｍ 

※敷地外駐車場については、理由書・位置図・土地所有者の同意書・登記事項証明書を提出し、市長と協議すること。 

 

２．集会所の設置基準 

 
 

住宅予定戸数 集会所の数 集会所の用地面積 

１００戸以上 １ １００㎡以上 

１５０戸以上 １ １５０㎡以上 

２００戸以上 ２００戸につき１ 住宅予定戸数に１㎡を乗じて得た面積以上 

※１ 住宅予定戸数１００戸以上については、用地を確保するとともに、集会所を建築しなければならない。 

※２ 住宅予定戸数１００戸以上の共同住宅を建築する場合の集会所は、同一棟内に設けることができる。この場合にお 

いて集会所の床面積は、住宅予定戸数に０．６㎡を乗じて得た面積（６５㎡未満のときは、６５㎡とする）以上と 

しなければならない。 

※３ 事業者は、設置した集会所用地及び集会所を他に転用してはならない。 

※４ 集会所には、次の所要室を設けなければならない。 

ア．集会室 イ．湯沸室 ウ．便所 エ．押入 オ．玄関 附帯設備器具一式を完備すること。 

施行改正年月日 昭和48年 5月25日施行 昭和49年 8月 1日改正 昭和51年 4月 1日改正 昭和52年 4月 1日改正 昭和53年 5月15日改正 

昭和56年 4月 1日改正 昭和60年 9月 1日改正 平成 7年 4月 1日改正 平成11年 4月 1日改正 平成15年 4月 1日改正 

平成26年 8月 1日改正 平成28年 4月 1日改正 

 


